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I-131(1,110MBq) Q A 

Q1 講習会を受けないと I-131 内用療法ができなくなるのですか？ 

A1 既に I -131 による内用療法を実施している施設は、現在運用している退出基準（投与量に基づく退

出基準あるいは測定線量率に基づく退出基準）による I-131 内用療法は可能です。 

Q2 何故、講習会の受講が義務付けられたのでしょうか？ 

A2 日本核医学会により退出基準３）（患者毎の積算線量計算に基づく退出基準）にしたがって、実施

された「I-131 30mCi 投与・退出における安全管理に関する研究」により、外来治療の公衆被曝・

介護者被曝における妥当性が示されました。そこで、厚生労働省指導の下に、実施施設には適正施

行講習を実施施設に義務づけることにより安全性を確保することになりました。 

Q3 I-131３０ｍCi 外来投与のアブレーションは放射線治療病室がなくても実施可能でしょうか？ 

A3 I-131３０ｍCi 投与では、患者・介護者が退出及び帰宅後の行動を指示どおり守ることで十分安全

性が確保できますので、放射線治療病室がなくても実施可能です。 

Q4 患者さんには、投与後すぐに自由に行動していただいてよいのでしょうか？ 

A4 治療後には患者さんに講習内容の指示を守っていただくことが必須です。自由にしていただいてよ

いと言うことではありません。院内でも 1 時間は責任を持って患者さんを管理する事が必要です。 

Q5 この講習を受けると、甲状腺機能亢進症（バセドウ氏病）の治療でも３０ｍCi まで用いることがで

きるということでしょうか？ 

A5 この講習は、甲状腺癌全摘術後のアブレーションのみ対象としています。したがって、甲状腺機能

亢進症（バセドウ氏病）の内用療法においては、投与量に基づく退出基準（500 MBq)に従い治療

を行って下さい。 

Q6 甲状腺癌であれば、転移・残存病巣がある患者でも 30mCi で外来治療ができるのでしょうか？ 

A6 30mCi による治療はアブレーションのみを対象としてください。転移・残存病巣がある場合にはよ

り大量の投与が必要であるため、入院の上内用療法を行うべきです。 

Q7 諸外国のように rhTSH（タイロゲン）と組み合わせて 30mCi外来投与が可能になるのでしょうか？ 

A7  rhTSH　タイロゲンをアブレーションに組み合わせて使う事が可能です。アブレーション目的に
は、I-131の投与量には限定がありません。30mCiでも100mCiでも可能です。30mCiでは外来投
与と組み合わせることも可能です。しかし、遠隔転移を有する症例へのrhTSH タイロゲンの使用
は、I-131の投与量の大小を問わず認められておりませんのでご注意ください。

Q8 実際に実施するに当たって、どのようにしたらよろしいでしょうか？ 

A8 本講習会を受講してください。I-131 最大使用予定数量などの届出変更手続きが必要となる場合が

あります。その場合には、これらの法的手続きが終了するまでは実施できませんのでご注意くださ

い。 
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Q9 講習会の受講は医師以外に診療放射線技師も必須でしょうか？ 

A9 各施設医師および診療放射線技師各１名の受講が治療施行に際して必須です。 

 

Q10 診療放射線技師に代わり看護師等の受講ではだめでしょうか？ 

A10 

不可です。医師と診療放射線技師としてあるのは、実施者である医師以外に、放射線安全管理を行う常

勤の立場の人間が求められているからです。したがって、放射線技師に代わって看護師等が受講しても

本講習の目的が達成されません。 

 

Q11 講習会受講後、いつから実施できるでしょうか？ 

A11 

受講後、修了証を発行いたしますが、厚生労働省より退出基準第 3項の適用に関する通知が出る予定

ですので、それまでは当該治療を実施しないで下さい。また、I-131最大使用予定数量などの届出変更

手続きが必要となる場合があります。その場合には、これらの法的手続きが終了するまでは実施できま

せんのでご注意ください。 

 

 

Q12 受講料の支払いは当日、現金ではだめでしょうか？ 

A12 受講料の支払いはクレジットのみでお願いいたします。 

 

Q13 
今回は講習会に医師と技師が同時に受講できないのですが、何とかどちらかの受講で実施することは出

来ませんか？ 

A13 
医師と診療放射線技師のお二人の受講が実施条件です。どちらか一名のみの受講修了での治療実施は出

来ません。次回の講習会を受講して二人の修了証がそろってから実施可能となります。 

 

Q14 次回の講習会はいつ頃でしょうか？ 

A14 今後年 1 回程度の実施を予定していますが、次回の日程はまだ未定です。 

 

 

 

 

 

Q15 
既に講習会を受講している医師や技師が転勤や留学をした場合、治療が継続できなくなってしまうので

すか？次の講習会を受講するまでの期間はどうすればいいのでしょうか？ 

A15 

安全取扱い講習会を受講した医師、技師は、放射線安全管理責任者及び放射線安全管理実施担当者にな

ります。管理責任者の下で教育訓練を受け、一定の専門的知識を享受した医師又は技師は、本治療の実

務を担当することが出来ます。その場合は、必ず、教育訓練の実施記録を作成し、保存願います。 

管理責任者となった医師、技師の転出によって、実施施設の基準を満たさなくなってしまう施設におい

ては、その施設における管理者が当該施設内の教育訓練を受けた者の中から次の実施責任者を指名する

ことにより、本治療を継続して実施できます。但し、当該実施責任者は、直近で開催される講習会を受

講することを必要条件とします。 
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Q16 
指名を受けた実施責任者が直近の次回講習会を受けようとしたときに、何らかの理由で受講出来なかっ

た場合の治療の継続は可能ですか？ 

A16 

次々回の講習会を受けて下さい。 

それまでの期間は、講習会を受講した残りの医師もしくは診療放射線技師が本療法の放射線安全管理を

していただきます。 

 

 

 

 

 

Q17 本治療の開始にあたり、講習会の受講は医師の他に、技師は必須ですか？その理由を教えてください。 

A17 

必須です。 

医師と診療放射線技師としてあるのは、実施者である医師と実施時に放射線管理を担当する立場の者が

求められているからです。 

 

Q18 安全取扱い講習会を受講していない医師、診療放射線技師が RI 内用療法をすることはできますか？ 

A18 

手順を熟知して、実際に補助できるスキルを持っている方なら、どなたが行ってもかまいません。スキ

ルは院内で行われる教育訓練を通して、身につけて下さい。 

院内での教育訓練を終えていれば、RI 内用療法を実施することは可能ですが、放射線安全管理責任者

の指示のもとで行うのが原則です。 

 

Q19 実施責任者には誰がなることができますか？ 

A19 

講習会を受講した医師、診療放射線技師が放射線安全管理責任者、放射線管理実施担当者となり実施責

任者になることができます。同時に複数名が実施責任者となることもできます。講習会を受講していな

い医師も実施責任者になることはできますが、直近の次回、安全取扱い講習会を受講していただくこと

になります。 

 

Q20 
次回の講習会はいつ頃でしょうか？医師及び診療放射線技師以外の者は実施責任者になることが出来

ますか？（例：臨床衛生検査技師や看護師） 

A20 

検査技師等は実施責任者になることはできません。講習会を受講した放射線安全管理者（医師及び診療

放射線技師）が実施する院内研修会を受けた医師及び診療放射線技師は実施責任者になることが出来ま

す。 

 

Q21 講習会を受講していない医師、診療放射線技師が実際に RI 内用療法を行うことは可能ですか？ 

A21 
院内での教育訓練を終えていれば、RI 内用療法を実施することは可能ですが、放射線安全管理責任者

の指示のもとで行うのが原則です。 

 

Q22 医師、技師の両方の実施責任者が一度に転勤になった場合はどうしたらよいですか？ 

A22 
院内の教育訓練を終えた医師、技師の中から実施責任者を各 1 名づつ指名して下さい。なお、新たに指

名された実施責任者が講習会を受講していない場合は、直近の講習会を受講するのが必要条件です。 
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Q23 院内で行う教育訓練とはどんなものですか？ 

A23 
講習会に準じたものです。即ち、適正使用マニュアルと I-131 外来治療実施要綱を用いて、放射線安全

管理、臨床応用等について、本治療に携わる方々を対象として実施していただきます。 

 

Q24 院内で行う教育訓練に用いるテキストはありますか？ 

A24 
講習会で配布される適正使用マニュアルとその付録、及び I-131 外来治療実施要綱とその付録をお使い

下さい。 

 

Q25 院内で行う教育訓練を実施した際の記録は必要ですか？ 

A25 
適正使用マニュアル付録 J に「教育訓練研修の実施記録」が添付されておりますので、そちらに記載し

ていただき、少なくとも２年間は保管して下さい。 

 

Q26 教育訓練は誰が行いますか？ 

A26 講習会を受講した方が放射線安全管理責任者となり、院内研修を行って下さい。 

 

Q27 
本療法の放射線管理責任者が不在になる場合に次回の講習を受けるまでの間、実施責任者に指名された

場合は、どのように記録しておくのですか？ 

A27 
適正使用マニュアル付録 J に「教育訓練研修の実施記録」が添付されておりますので、そちらにお名前

を記載して保管して下さい。 

 

 

 

 

 

Q28 
放射線治療病室がない施設で本療法を実施する場合、何らかの理由で一般病棟（個室）やホテル等に宿

泊させることは可能ですか？ 

A28 

一般病室入院・ホテル滞在のいずれも、外来投与時の公衆被ばく線量推定に際して設定された条件を満

たす担保を確保する事ができません。したがって、一般病室入院による 30mCi 投与も、投与後のホテ

ル滞在も、認められません。 

 

Q29 
本療法の実施に際して、製品の検定日容量 30mCi（1,110MBq）を、検定日前に投与して退出させても

いいですか？ 

A29 

本療法における I-131 の投与量は、1,110MBq 以下（製品検定日以降の投与量）であることが、「残存

甲状腺破壊を目的とした I-131(1,110MBq)による外来治療 実施要綱」の治療方法に記載されていま

す。したがって、製品検定日容量で 1,110MBq を投与する場合は、検定日当日以降に投与して下さい。 

 

 

 




